
学校のような集団生活の中では，感染症の蔓延防止のため，学校保健安
全法に定められている感染症については「出席停止」となり，医師の指示

鉾田市立上島東小学校 保健室 〔第 ８ 号〕 ２０１５年 １１月号 を受け，体調が回復し感染のおそれがなくなるまで，ご家庭で療養してい
ただくことになります。主な感染症の出席停止期間は下記のとおりです。

１１月８日は立冬。吹く風も日に日
に冷たくなってきました。 ★インフルエンザと診断さ

今月の目標 からだが寒さに慣れていないこの時 れた人が，学級人数の２０

【保健】 期は，かぜやインフルエンザに要注意 ％に達するなど感染拡大が

姿勢を正しくしよう です。学校では，予防対策として「う 疑われる場合は，学校医と

がい・手洗いの励行」や「咳エチケッ 相談して「学級閉鎖」とな

【安全】 ト（マスクの着用）」を呼びかけてい ります。

遊具の使い方に ます。ご家庭でも予防に心がけ，朝の ★ご家庭には，文書でお知

気をつけよう 健康観察など，引き続きご協力をお願 らせいたしますので，ご協
いいたします。 力をお願いいたします。

１１月の保健安全行事

３日(火) 引き渡し訓練

※かぞくまつり終了後

４日(水) 就学時健康診断(新１年生)

大洋保健センターにて実施 ○水痘（水ぼうそう）：すべての発疹がかさぶたになるまで
10日(火) 歯周病予防教室（５年生） ○流行性耳下腺炎：耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後５日

保健センターから講師来校 （おたふくかぜ） を経過し，かつ，全身症状が良好になるまで
24日(火) 救急処置講習会(文書配布) ○風疹（三日はしか）：発疹が消えるまで

★保護者の方の参加をお待ちしています ○麻疹（はしか）：熱が下がった後３日を経過するまで
★歯の治療が済んでいない人は，早めに 25日(水) 清潔しらべ ○咽頭結膜熱（プール熱）：主な症状が消えた後２日を経過するまで
歯医者さんで治療しましょう！ ○溶連菌感染症

○感染性胃腸炎 体調が回復し，医師が感染のおそれが
○マイコプラズマ感染症 ないと認めるまで

激しい嘔吐や下痢を引き起こすノロウイルスの新型が
国内で確認され，広がりつつあることがわかりました。
症状や毒性は，従来のノロウイルスと変わりませんが

多くの人は新しいウイルスの免疫がないため，大流行す
る恐れがあるそうです。流行期の冬を前に，予防対策と
しては｢確実な手洗いをしっかり習慣づけることが大切｣
と注意が呼びかけられています。嘔吐物の処理をすると
きは，マスクや使い捨て手袋をつけ，塩素系消毒液を使
って消毒しましょう！ 〈茨城新聞より〉
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